
 

議案第３２号  

 

市川市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定

について  

 

市川市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例を次のように定め

る。  
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市川市条例第  号  

市川市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例  

 （趣旨）  

第１条 この条例は、本市が設置する学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１条に規定する学校（第３条において「学校」という。）における学校給食

法（昭和２９年法律第１６０号）第４条及び特別支援学校の幼稚部及び高等

部における学校給食に関する法律（昭和３２年法律第１１８号。次条におい

て「特別支援学校給食法」という。）第３条の規定に基づく学校給食の実施並

びに学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

 ⑴ 学校給食 学校給食法第３条第１項に規定する学校給食及び特別支援学

校給食法第２条に規定する学校給食をいう。  

 ⑵ 学校給食費  学校給食法第１１条第２項に規定する学校給食費及び特別

支援学校給食法第５条第１項に規定する経費以外の学校給食に要する経費



をいう。  

 ⑶ 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等（学校教

育法第１６条に規定する保護者その他これに準ずる者として規則で定める

者をいう。）をいう。  

 （学校給食の実施） 

第３条 本市は、本市が設置する学校（幼稚園を除く。）において、学校給食を

実施するものとする。 

 （学校給食費の徴収）  

第４条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。  

２ 学校給食費の額は、規則で定める。  

 （学校給食費の納付）  

第５条 学校給食費負担者は、規則で定める日（第７条において「納期限」と

いう。）までに学校給食費を納付しなければならない。  

 （学校給食費の減免）  

第６条 市長は、必要があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除

することができる。  

 （遅延損害金）  

第７条 市長は、学校給食費負担者が学校給食費の納期限までに当該学校給食

費を納付しなかったときは、遅延損害金を徴収するものとする。  

２ 前項の遅延損害金の算定方法は、規則で定める。  

３ 市長は、必要があると認めるときは、第１項の遅延損害金を減額し、又は

免除することができる。  

 （委任）  

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附  則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  



２ この条例は、令和３年４月１日以後に実施する学校給食に係る学校給食費

について適用する。  

 

  



理  由  

 

  学校給食法等に基づく学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な

事項を定める必要がある。  

これが、この条例案を提出する理由である。  

 


